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インボイス制度始まります !
適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要

適格請求書とは適格請求書等保存方式とは 税額計算の方法

適格請求書発行事業者になる（登録を受ける）には

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書の記載事項

適格請求書発行事業者の義務

（下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。）

特設サイト▶

※端数処理は、一つの適格請求書につき、
　税率ごとに１回ずつ

インボイス制度とは、仕入税額控除（課税売上から課税仕入に関する
消費税を控除すること）を受けるための制度です。

令和5年10月1日以降の売上税額及び
仕入税額の計算は、「積上げ計算」又は
「割戻し計算」を選択できます。

●課税事業者が、登録を受けることができます。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④税率ごとに区分して合計した対価の額
　（税抜き又は税込み）及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

●適格請求書の交付

●適格返還請求書の交付

●修正した適格請求書の交付

●写しの保存

1

●買手が仕入税額控除の適用を受けるために
は、帳簿のほか、売手から交付を受けた「適格
請求書」等の保存が必要となります。

●売上税額について、「積上げ計算」を選択できるのは、適
格請求書発行事業者に限られます。
●売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入
税額も「積上げ計算」により計算しなければなりません。

令和5年（2023年）10月1日
に開始されます。

複数税率に対応したものとして開始され
る、仕入税額控除の方式です。

一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書など
の請求書等の保存が仕入税額控除の要件となり
ます。

免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者
以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕
入税額控除の適用を受けることはできません。

適格請求書発行事業者には、原則、以下の義務が課されます。

「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝
えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項
が記載された請求書や納品書その他これらに類するも
のをいいます。
適格請求書を交付することができるのは、税務署長の
登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

●適格請求書等保存方式の開始後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から
行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
●ただし、制度開始後6年間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについても、仕入税
額相当額の一定割合を仕入
税額として控除できる経過
措置が設けられています。

適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。
登録は課税事業者が受けることができます。登録を受け
なければ適格請求書を交付できません。登録を受けるか
どうかは、事業者の任意です。
税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号
などの通知及び公表が行われます。

令和５年10月１日を含む課税期間中に登録を
受けた場合は、登録を受けた日から課税事業者
となることが可能です（経過措置）。

国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトでは、以下などを随時掲載しています。
①説明会の開催案内
②インボイス制度について解説した動画（国税庁動画チャンネル）
③インボイス制度に関する取扱通達やＱ＆Ａ

左記以外の課税期間について免税事業者が適格
請求書発行事業者の登録を受けるためには、登
録申請手続を行うだけでなく、消費税課税事業
者選択届出書を提出する必要があります。

税額計算の方法等5

適格請求書発行事業者の登録申請手続6

免税事業者の登録申請手続等7

インボイス制度特設サイト8

適格請求書の記載事項・記載の留意点2

売手の留意点（ 適格請求書発行事業者の義務等）3

買手の留意点（仕入税額控除の要件）4

取引の相手方（課税事業者）の求めに応じて、適格請
求書（又は適格簡易請求書）を交付する

交付した適格請求書（又は適格簡易請求書、適格返還請求書）
に誤りがあった場合に、修正した適格請求書

交付した適格請求書（又は適格簡易請求書、適格返還請求
書）の写しを保存する

返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行
う場合に、適格返還請求書を交付する
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インボイス制度始まります !
適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要

適格請求書とは適格請求書等保存方式とは 税額計算の方法

適格請求書発行事業者になる（登録を受ける）には

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書の記載事項

適格請求書発行事業者の義務

（下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。）

特設サイト▶

※端数処理は、一つの適格請求書につき、
　税率ごとに１回ずつ

インボイス制度とは、仕入税額控除（課税売上から課税仕入に関する
消費税を控除すること）を受けるための制度です。

令和5年10月1日以降の売上税額及び
仕入税額の計算は、「積上げ計算」又は
「割戻し計算」を選択できます。

●課税事業者が、登録を受けることができます。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④税率ごとに区分して合計した対価の額
　（税抜き又は税込み）及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

●適格請求書の交付

●適格返還請求書の交付

●修正した適格請求書の交付

●写しの保存

1

●買手が仕入税額控除の適用を受けるために
は、帳簿のほか、売手から交付を受けた「適格
請求書」等の保存が必要となります。

●売上税額について、「積上げ計算」を選択できるのは、適
格請求書発行事業者に限られます。
●売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入
税額も「積上げ計算」により計算しなければなりません。

令和5年（2023年）10月1日
に開始されます。

複数税率に対応したものとして開始され
る、仕入税額控除の方式です。

一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書など
の請求書等の保存が仕入税額控除の要件となり
ます。

免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者
以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕
入税額控除の適用を受けることはできません。

適格請求書発行事業者には、原則、以下の義務が課されます。

「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝
えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項
が記載された請求書や納品書その他これらに類するも
のをいいます。
適格請求書を交付することができるのは、税務署長の
登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

●適格請求書等保存方式の開始後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から
行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
●ただし、制度開始後6年間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについても、仕入税
額相当額の一定割合を仕入
税額として控除できる経過
措置が設けられています。

適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。
登録は課税事業者が受けることができます。登録を受け
なければ適格請求書を交付できません。登録を受けるか
どうかは、事業者の任意です。
税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号
などの通知及び公表が行われます。

令和５年10月１日を含む課税期間中に登録を
受けた場合は、登録を受けた日から課税事業者
となることが可能です（経過措置）。

国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトでは、以下などを随時掲載しています。
①説明会の開催案内
②インボイス制度について解説した動画（国税庁動画チャンネル）
③インボイス制度に関する取扱通達やＱ＆Ａ

左記以外の課税期間について免税事業者が適格
請求書発行事業者の登録を受けるためには、登
録申請手続を行うだけでなく、消費税課税事業
者選択届出書を提出する必要があります。

税額計算の方法等5

適格請求書発行事業者の登録申請手続6

免税事業者の登録申請手続等7

インボイス制度特設サイト8

適格請求書の記載事項・記載の留意点2

売手の留意点（ 適格請求書発行事業者の義務等）3

買手の留意点（仕入税額控除の要件）4

取引の相手方（課税事業者）の求めに応じて、適格請
求書（又は適格簡易請求書）を交付する

交付した適格請求書（又は適格簡易請求書、適格返還請求書）
に誤りがあった場合に、修正した適格請求書

交付した適格請求書（又は適格簡易請求書、適格返還請求
書）の写しを保存する

返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行
う場合に、適格返還請求書を交付する
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近年話題のIT活用やDX（デジタルトランスフォーメーション）など、何を始めたらいいのか悩む
中小企業の第一歩として、IT活用術セミナーを開催いたします。是非ご参加ください。

市内初の超大型商業施設の出店で大変注目を集めている志段味エリアには、地域資源として多くの古墳があり、その概要を体
験していただくため、コロナ禍の中、健康増進を兼ね、安心してご参加いただける屋外でのガイドツアーを女性部が企画いたし
ました。是非ご参加ください。

　　

マル経融資制度は、商工会会員の方に限り、日本政
策金融公庫の事業資金を無担保・無保証人・無保
証料でご利用できる制度で、他の融資制度と比べて
低金利です。しかも、その推薦においては、商工会
が手厚くサポートします。商工会のマル経融資制度
の利用で、設備導入や資金繰りを円滑に！ 詳しくは、
チラシをご覧ください。 

無担保・無保証人・無保証料・低金利の融資制度

■融資限度額
■返 済 期 間
■金　　　利

２，０００万円 
運転資金７年以内、設備資金１０年以内 
金利１．21％（令和3年9月1日現在） 

制
度
概
要

商工会の経営指導員が、皆様とともに経営上のお悩みの解決を支援します。また、必要に応じて各種
専門家や他の支援機関とも連携しながら、皆様の経営上の課題解決に的確かつ迅速に対応できるように、
きめ細やかなバックアップ体制を整えています。

経営指導員の巡回・窓口相談、他の
経営支援機関との連携、中小企業診
断士はじめ各分野の専門家の派遣に
よって、多様化・高度化、専門化する
経営支援ニーズにお応えしています。

経営指導員＆
各種専門家による相談

経
営

税務の申請・届出書の作成、決
算書・確定申告書の作成、記帳
のスキル・ノウハウのアドバイスか
ら記帳代行まで、記帳や税務でお
悩みの方に対して、必要に応じアド
バイスとサポートを行っています。

税務相談＆記帳アドバイス

税
務・経
理

労務全般についてのご相談のほか、労働保険の
加入手続きや更新手続きの事務代行も行ってい
ます。

労務相談＆労働保険の事務委託
労
務

急速な社会の構造変化と、高度化・多様化す
る経営環境に対応するため、経営に関する講
習会、講演会、研修会等を開催し、的確な知識
と情報、スキル・ノウハウを提供しています。

講習会・研修会の開催

国や県の中小企業施策をはじめ、経営に役立つ
情報を会報や巡回・窓口で提供しています。

経営情報資料の収集、提供

講
習
会・研
修
会

企業の経営改善または新たな事業の取組み
のために必要な資金として、低金利、無担保、
無保証人、無保証料で、商工会が推薦による
サポートのできる日本政策金融公庫の「マル経
（コロナマル経）融資制度」を中心に相談・斡
旋を行っています。

小規模事業者のための融資制度

金
融

青年部、女性部、各地域
支部、振興会、発展会等
の活動を通して、豊かな
ネットワークづくりと情報
交換にお役立ていただ
いています。

人脈づくり＆情報交換
異
業
種
交
流

商工会では、様々な経営支援メニューをご用意して皆様の経営を支援しています。

■担保を不要とする方  基準利率 ２．0６～２．4５
■新創業融資制度希望の方 基準利率 ２．41～２．80
■担保提供を希望する方  基準利率 １．1１～２．1０
■災害貸付等を利用する方 基準利率 １．2６～１．6５
■マル経融資を希望する方 特別利率 １．21
■その他

利率一覧

（令和3年9月1日現在、年利％）

国
民
生
活
事
業
（
主
要
利
率
一
覧
表
）

⑴挑戦支援資金強化特例制度（資本制ローン）
については、毎年の業績に応じた利率が適用
されます。
⑵遅延損害金の割合は年８．8０％です。
　（令和3年4月1日から令和4年3月31日ま
での貸付）

無料個別相談会随時受付中
わからないことはすぐに解決しましょう！

守山商工会では、定例にて各種専
門分野の個別相談会を開催してお
りますので、お気軽にご利用下さ
い。（要予約） ※相談員の都合によ
り日程が変更になる場合がござい
ますので、必ず予約してからご相
談にお越し下さい。

運転資金、設備資金、開業資金など
資金繰りの相談にご利用下さい。
日本政策金融公庫 毎週火曜日 13時～15時
日本政策金融公庫 名古屋中支店担当者

毎週第2木曜日 13時～15時
名古屋市小規模事業金融公社担当者

名古屋市小規模事業金融公社

事業計画作成等の相談
毎月第2水曜日  13時～16時
中小企業診断士（県連斡旋）

金 

融

経 

営
相続・贈与・譲渡・法人税に関することなど

月2回不定期 10時～16時
税理士 船戸 慎吾

税 

務

労使関係のトラブル、各種助成金の申請など
随時受付
社会保険労務士 松下 操

労 

務

取引先とのトラブル、権利関係など
毎月第3金曜日  13時～16時
愛知県弁護士会

法 

律
懇切
丁寧
懇切
丁寧

秘密
厳守
秘密
厳守

商工会の
経営支援

マル経融資制度

青年部主催事業

女性部主催事業

開催日時 １１月９日（火）・１７日（水）・２５日（木）　１８：３０～２０：３０
開催場所

定　　員
オンライン開催
先着３０名

開催日時 令和３年１１月１７日（水） 午後１時15分　現地集合（少雨催行）
開催場所

内　　容

「体感！しだみ古墳群ミュージアム」（SHIDAMU）入口前
名古屋市守山区大字上志段味字前山1367（施設前無料P有）

①集合後、１０～1５名以内のグループに分かれ、順次出発でSHIDAMU周辺の
　古墳群をボランティアガイドの案内により、徒歩にて巡ります。（所要時間約１.5時間）

②SHIDAMU施設内にて、古代体験プログラム「勾玉作り」を行います（所要時間約1時間）

参加資格 当会会員事業所の方の同伴があれば、どなたでも結構です。（男女年齢不問）

応募人数 100名（申込締切１０月１５（金）、定員に達し次第締切）
参加費用 無料（古代体験プログラム「勾玉作り」におひとり様300円がかかります）

詳細・お申込みについては別紙案内チラシをご参照ください。

●詳細・お申込みについては、別紙明細をご参照ください。
講師 中小企業診断士

細谷 宏 氏

I T活用術セミナー

ガイドツアー事業開催案内ガイドツアー事業開催案内

11月9日（火）
「中小企業の
　　　IT活用術」

「Google
  マイビジネス基礎編」

「Google
  マイビジネス応用編」

11月17日（水） 11月25日（木）1第 回 2第 回 3第 回

・中小企業のIT活用からDXまで
・仕事の効率化をするIT
・売上を増やすIT
・ITやDXの事例

・Googleマイビジネスが店舗に
 とって超必要な理由
・Googleマイビジネスの登録方法
・クチコミって重要
・写真って重要、動画も重要

・マーケット・イン何ぞや！？
・口コミを書いていただく方法
・口コミに対する返信（特にクレーム等）
・インサイト（解析）の活用

若手後継者育成事業
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近年話題のIT活用やDX（デジタルトランスフォーメーション）など、何を始めたらいいのか悩む
中小企業の第一歩として、IT活用術セミナーを開催いたします。是非ご参加ください。

市内初の超大型商業施設の出店で大変注目を集めている志段味エリアには、地域資源として多くの古墳があり、その概要を体
験していただくため、コロナ禍の中、健康増進を兼ね、安心してご参加いただける屋外でのガイドツアーを女性部が企画いたし
ました。是非ご参加ください。

　　

マル経融資制度は、商工会会員の方に限り、日本政
策金融公庫の事業資金を無担保・無保証人・無保
証料でご利用できる制度で、他の融資制度と比べて
低金利です。しかも、その推薦においては、商工会
が手厚くサポートします。商工会のマル経融資制度
の利用で、設備導入や資金繰りを円滑に！ 詳しくは、
チラシをご覧ください。 

無担保・無保証人・無保証料・低金利の融資制度

■融資限度額
■返 済 期 間
■金　　　利

２，０００万円 
運転資金７年以内、設備資金１０年以内 
金利１．21％（令和3年9月1日現在） 

制
度
概
要

商工会の経営指導員が、皆様とともに経営上のお悩みの解決を支援します。また、必要に応じて各種
専門家や他の支援機関とも連携しながら、皆様の経営上の課題解決に的確かつ迅速に対応できるように、
きめ細やかなバックアップ体制を整えています。

経営指導員の巡回・窓口相談、他の
経営支援機関との連携、中小企業診
断士はじめ各分野の専門家の派遣に
よって、多様化・高度化、専門化する
経営支援ニーズにお応えしています。

経営指導員＆
各種専門家による相談

経
営

税務の申請・届出書の作成、決
算書・確定申告書の作成、記帳
のスキル・ノウハウのアドバイスか
ら記帳代行まで、記帳や税務でお
悩みの方に対して、必要に応じアド
バイスとサポートを行っています。

税務相談＆記帳アドバイス

税
務・経
理

労務全般についてのご相談のほか、労働保険の
加入手続きや更新手続きの事務代行も行ってい
ます。

労務相談＆労働保険の事務委託
労
務

急速な社会の構造変化と、高度化・多様化す
る経営環境に対応するため、経営に関する講
習会、講演会、研修会等を開催し、的確な知識
と情報、スキル・ノウハウを提供しています。

講習会・研修会の開催

国や県の中小企業施策をはじめ、経営に役立つ
情報を会報や巡回・窓口で提供しています。

経営情報資料の収集、提供

講
習
会・研
修
会

企業の経営改善または新たな事業の取組み
のために必要な資金として、低金利、無担保、
無保証人、無保証料で、商工会が推薦による
サポートのできる日本政策金融公庫の「マル経
（コロナマル経）融資制度」を中心に相談・斡
旋を行っています。

小規模事業者のための融資制度

金
融

青年部、女性部、各地域
支部、振興会、発展会等
の活動を通して、豊かな
ネットワークづくりと情報
交換にお役立ていただ
いています。

人脈づくり＆情報交換
異
業
種
交
流

商工会では、様々な経営支援メニューをご用意して皆様の経営を支援しています。

■担保を不要とする方  基準利率 ２．0６～２．4５
■新創業融資制度希望の方 基準利率 ２．41～２．80
■担保提供を希望する方  基準利率 １．1１～２．1０
■災害貸付等を利用する方 基準利率 １．2６～１．6５
■マル経融資を希望する方 特別利率 １．21
■その他

利率一覧

（令和3年9月1日現在、年利％）

国
民
生
活
事
業
（
主
要
利
率
一
覧
表
）

⑴挑戦支援資金強化特例制度（資本制ローン）
については、毎年の業績に応じた利率が適用
されます。
⑵遅延損害金の割合は年８．8０％です。
　（令和3年4月1日から令和4年3月31日ま
での貸付）

無料個別相談会随時受付中
わからないことはすぐに解決しましょう！

守山商工会では、定例にて各種専
門分野の個別相談会を開催してお
りますので、お気軽にご利用下さ
い。（要予約） ※相談員の都合によ
り日程が変更になる場合がござい
ますので、必ず予約してからご相
談にお越し下さい。

運転資金、設備資金、開業資金など
資金繰りの相談にご利用下さい。
日本政策金融公庫 毎週火曜日 13時～15時
日本政策金融公庫 名古屋中支店担当者

毎週第2木曜日 13時～15時
名古屋市小規模事業金融公社担当者

名古屋市小規模事業金融公社

事業計画作成等の相談
毎月第2水曜日  13時～16時
中小企業診断士（県連斡旋）

金 

融

経 

営
相続・贈与・譲渡・法人税に関することなど

月2回不定期 10時～16時
税理士 船戸 慎吾

税 

務

労使関係のトラブル、各種助成金の申請など
随時受付
社会保険労務士 松下 操

労 

務

取引先とのトラブル、権利関係など
毎月第3金曜日  13時～16時
愛知県弁護士会

法 

律
懇切
丁寧
懇切
丁寧

秘密
厳守
秘密
厳守

商工会の
経営支援

マル経融資制度

青年部主催事業

女性部主催事業

開催日時 １１月９日（火）・１７日（水）・２５日（木）　１８：３０～２０：３０
開催場所

定　　員
オンライン開催
先着３０名

開催日時 令和３年１１月１７日（水） 午後１時15分　現地集合（少雨催行）
開催場所

内　　容

「体感！しだみ古墳群ミュージアム」（SHIDAMU）入口前
名古屋市守山区大字上志段味字前山1367（施設前無料P有）

①集合後、１０～1５名以内のグループに分かれ、順次出発でSHIDAMU周辺の
　古墳群をボランティアガイドの案内により、徒歩にて巡ります。（所要時間約１.5時間）

②SHIDAMU施設内にて、古代体験プログラム「勾玉作り」を行います（所要時間約1時間）

参加資格 当会会員事業所の方の同伴があれば、どなたでも結構です。（男女年齢不問）

応募人数 100名（申込締切１０月１５（金）、定員に達し次第締切）
参加費用 無料（古代体験プログラム「勾玉作り」におひとり様300円がかかります）

詳細・お申込みについては別紙案内チラシをご参照ください。

●詳細・お申込みについては、別紙明細をご参照ください。
講師 中小企業診断士

細谷 宏 氏

I T活用術セミナー

ガイドツアー事業開催案内ガイドツアー事業開催案内

11月9日（火）
「中小企業の
　　　IT活用術」

「Google
  マイビジネス基礎編」

「Google
  マイビジネス応用編」

11月17日（水） 11月25日（木）1第 回 2第 回 3第 回

・中小企業のIT活用からDXまで
・仕事の効率化をするIT
・売上を増やすIT
・ITやDXの事例

・Googleマイビジネスが店舗に
 とって超必要な理由
・Googleマイビジネスの登録方法
・クチコミって重要
・写真って重要、動画も重要

・マーケット・イン何ぞや！？
・口コミを書いていただく方法
・口コミに対する返信（特にクレーム等）
・インサイト（解析）の活用

若手後継者育成事業
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LINE公式アカウント
はじめました！

詳しくは、あいスタ認証ホームページ
https://newaista-ninsho.jp/

あいスタ認証が今後、愛知県感染防止
対策協力金申請の必須条件となる
見込みです。

または、あいスタ認証
コールセンター
TEL：052-977-3655

「ニューあいちスタンダード」（通称「あいスタ認証」）は、飲食店における感染対策
の徹底強化を図るため、愛知県が県内の飲食店向けに実施する認証制度です。
飲食店からの申請に基づき、各種感染症対策が実施されていることを現地調査で
確認の上、認証された店舗に公認ステッカーが交付されます。

業界ガイドラインに沿った国の基準案を基本に、専門家の意見を参考にした、感染
防止対策（50項目）を設定しています。

あいスタ認証の申請はWEB申請にて受け付けています。WEB申請は専用サイト
から可能です。現地調査により、認証基準を満たしていることが認められれば認証
ステッカー等が交付されます。

守山商工会では、名古屋市守山区の飲食店を対象に、ご自身でWEB申請ができない
方を対象に、完全予約制で申請サポートを行っております。（詳細は別添チラシ参照）

労働保険加入の案内
労働保険は、労災保険（労働者災害補償保険）と雇用保険を総称したものであり、正社員、パート、
アルバイトに関わらず、労働者を１人でも雇っている事業場は加入義務があります。

土木、建設、その他工作物の建設、改造、保存、原
状回復、修理、変更、破壊もしくは解体またはそ
の準備の事業
※保守、点検、メンテナンス、検査、工場内での
製作のみに従事されている場合には建設業
に該当せず、補償対象外となります。

① 労働者を使用せず、会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方。
② 労働者を使用していても使用期間が年間１００日未満の見込みの方
で、請負契約で仕事をしている方。

③ 同居かつ同一生計の家族のみで請負契約で仕事をしている方。

守山商工会（労働保険、一人親方労災保険いずれも TEL 052-791-2500）
●労働保険事務組合……担当者：塚崎　●一人親方労災組合……担当者：坂口

■ 加入対象となる事業

１．遡って保険料を徴収するほか、追
徴金も徴収します。

２．労働災害が生じた場合、労災保険給
付額の全部又は一部を徴収します。

３．事業主のための助成金が受けら
れない場合があります。

加入手続きを怠っていると

■ 一人親方とは以下の①～③のいずれかの方を指します。

労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労
働の対価として賃金が支払われる者のことをいいます。
短時間労働者（パート、アルバイト等）について、
●労災保険は、短時間労働者を含む全ての労働者が対象です。
●雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とな
らないことがあります。
※その他、法人の役員、同居の親族等には、労災保険・雇用保険の対象となりません。

守山商工会ではLINE公式アカウントの運用をはじめました。
今後、商工会からのお知らせや最新情報を
お届けしてまいります。
ともだち登録よろしくお願いいたします。

■ 労働者とは？

■ あいスタ認証とは

■ 認証の基準

■ 申請について

■ WEB申請サポート

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率
（労災保険料率+雇用保険料率）から決まります。
※労災保険率は事業の種類により2 .5 /1000から
88/1000です。雇用保険率は事業の種類により
9/1000から12/1000です。

　労災保険及び雇用保険率が事業の種類ごとに定められ
ているため、労働保険料は事業の種類により異なります。

■ 保険料は、誰が負担する？

労働者が仕事（業務）や通勤が原因で負傷した場合、また、病気
になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者
や親族を保護するための給付等を行っています。

労災保険
とは？

労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、
また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の
促進を図るための給付等を行っています。

雇用保険
とは？

詳しくは、愛知労働局ホームページ
（https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/）、
愛知労働局労働基準部賃金課（電話052-972-0257）、
または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

愛知県内の事業場で働く常用、臨時、パートなどすべての労働
者に適用されます。
日給制、月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算し
て愛知県最低賃金（時間額）955円と比較します。また、実際に
支払われている賃金から次のものを除外した賃金額が最低賃
金以上でなければなりません。

①臨時に支払われる賃金（結婚手当等）
②１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）
③時間外労働・休日労働に対する賃金
④深夜労働に対する割増料金
⑤精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

なお、この他、特定の産業の事業場で働く労働者については、愛
知県最低賃金よりも金額の高い特定（産業別）最低賃金が適用
される場合がありますのでご注意ください。

夜間におけるドライバーの視認性を向上させ、歩行者等
との交通事故を防止するため、交通量の多い市街地な
どを通行しているときを除き、対向車や先行車がいない
場合は、前照灯を上向き（ハイビーム）にして適切に活用
しましょう。

薄暮時には事故が多く発生します。早めにライトを点灯
し、自分の車の存在を知らせるようにしましょう（点灯の
目安は、日没時刻のおおむね１時間前です。）

薄暮時間帯以降の外出時は、反射材を身につけましょ
う。ドライバーに自分の存在を早めに知らせることがで
き、交通事故防止に効果的です。

「愛知県最低賃金」は、
１０月１日から時間額955円に
改正されます。

労働保険

一人親方労災

!

その先の  危険を教える
 　　　　　　ハイビーム

～夕暮れ時と夜間の歩行中・
自転車乗用中の交通事故を
なくそう～

夜間はハイビームを活用しましょう

守山警察署：052-798-0110

薄暮時は、ライトを点灯しましょう　

外出する時は反射材を活用しましょう

お問合せ

お問合せ

友だち登録
こちらから▶
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LINE公式アカウント
はじめました！

詳しくは、あいスタ認証ホームページ
https://newaista-ninsho.jp/

あいスタ認証が今後、愛知県感染防止
対策協力金申請の必須条件となる
見込みです。

または、あいスタ認証
コールセンター
TEL：052-977-3655

「ニューあいちスタンダード」（通称「あいスタ認証」）は、飲食店における感染対策
の徹底強化を図るため、愛知県が県内の飲食店向けに実施する認証制度です。
飲食店からの申請に基づき、各種感染症対策が実施されていることを現地調査で
確認の上、認証された店舗に公認ステッカーが交付されます。

業界ガイドラインに沿った国の基準案を基本に、専門家の意見を参考にした、感染
防止対策（50項目）を設定しています。

あいスタ認証の申請はWEB申請にて受け付けています。WEB申請は専用サイト
から可能です。現地調査により、認証基準を満たしていることが認められれば認証
ステッカー等が交付されます。

守山商工会では、名古屋市守山区の飲食店を対象に、ご自身でWEB申請ができない
方を対象に、完全予約制で申請サポートを行っております。（詳細は別添チラシ参照）

労働保険加入の案内
労働保険は、労災保険（労働者災害補償保険）と雇用保険を総称したものであり、正社員、パート、
アルバイトに関わらず、労働者を１人でも雇っている事業場は加入義務があります。

土木、建設、その他工作物の建設、改造、保存、原
状回復、修理、変更、破壊もしくは解体またはそ
の準備の事業
※保守、点検、メンテナンス、検査、工場内での
製作のみに従事されている場合には建設業
に該当せず、補償対象外となります。

① 労働者を使用せず、会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方。
② 労働者を使用していても使用期間が年間１００日未満の見込みの方
で、請負契約で仕事をしている方。

③ 同居かつ同一生計の家族のみで請負契約で仕事をしている方。

守山商工会（労働保険、一人親方労災保険いずれも TEL 052-791-2500）
●労働保険事務組合……担当者：塚崎　●一人親方労災組合……担当者：坂口

■ 加入対象となる事業

１．遡って保険料を徴収するほか、追
徴金も徴収します。

２．労働災害が生じた場合、労災保険給
付額の全部又は一部を徴収します。

３．事業主のための助成金が受けら
れない場合があります。

加入手続きを怠っていると

■ 一人親方とは以下の①～③のいずれかの方を指します。

労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労
働の対価として賃金が支払われる者のことをいいます。
短時間労働者（パート、アルバイト等）について、
●労災保険は、短時間労働者を含む全ての労働者が対象です。
●雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とな
らないことがあります。
※その他、法人の役員、同居の親族等には、労災保険・雇用保険の対象となりません。

守山商工会ではLINE公式アカウントの運用をはじめました。
今後、商工会からのお知らせや最新情報を
お届けしてまいります。
ともだち登録よろしくお願いいたします。

■ 労働者とは？

■ あいスタ認証とは

■ 認証の基準

■ 申請について

■ WEB申請サポート

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率
（労災保険料率+雇用保険料率）から決まります。
※労災保険率は事業の種類により2 .5 /1000から
88/1000です。雇用保険率は事業の種類により
9/1000から12/1000です。

　労災保険及び雇用保険率が事業の種類ごとに定められ
ているため、労働保険料は事業の種類により異なります。

■ 保険料は、誰が負担する？

労働者が仕事（業務）や通勤が原因で負傷した場合、また、病気
になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者
や親族を保護するための給付等を行っています。

労災保険
とは？

労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、
また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の
促進を図るための給付等を行っています。

雇用保険
とは？

詳しくは、愛知労働局ホームページ
（https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/）、
愛知労働局労働基準部賃金課（電話052-972-0257）、
または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

愛知県内の事業場で働く常用、臨時、パートなどすべての労働
者に適用されます。
日給制、月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算し
て愛知県最低賃金（時間額）955円と比較します。また、実際に
支払われている賃金から次のものを除外した賃金額が最低賃
金以上でなければなりません。

①臨時に支払われる賃金（結婚手当等）
②１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）
③時間外労働・休日労働に対する賃金
④深夜労働に対する割増料金
⑤精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

なお、この他、特定の産業の事業場で働く労働者については、愛
知県最低賃金よりも金額の高い特定（産業別）最低賃金が適用
される場合がありますのでご注意ください。

夜間におけるドライバーの視認性を向上させ、歩行者等
との交通事故を防止するため、交通量の多い市街地な
どを通行しているときを除き、対向車や先行車がいない
場合は、前照灯を上向き（ハイビーム）にして適切に活用
しましょう。

薄暮時には事故が多く発生します。早めにライトを点灯
し、自分の車の存在を知らせるようにしましょう（点灯の
目安は、日没時刻のおおむね１時間前です。）

薄暮時間帯以降の外出時は、反射材を身につけましょ
う。ドライバーに自分の存在を早めに知らせることがで
き、交通事故防止に効果的です。

「愛知県最低賃金」は、
１０月１日から時間額955円に
改正されます。

労働保険

一人親方労災

!

その先の  危険を教える
 　　　　　　ハイビーム

～夕暮れ時と夜間の歩行中・
自転車乗用中の交通事故を
なくそう～

夜間はハイビームを活用しましょう

守山警察署：052-798-0110

薄暮時は、ライトを点灯しましょう　

外出する時は反射材を活用しましょう

お問合せ

お問合せ

友だち登録
こちらから▶
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株式会社Eitex
株式会社 Eitex今なら30分の無料相談を行っております! 

お気軽にお問合せください。

うちの会社は
DXできるの？

DXに必要な
人材がいない！

補助金を活用して
DXしたい！

上記のようなお悩みをすべて解決！
ご提案からクロージングまですべてサポート致します。
お客様の立場になり実行するコンサルティングも可能ですので
「丸投げ」して頂くことも可能です。

コロナ除菌・抗菌!
約１年効果持続!!
コロナ除菌・抗菌!
約１年効果持続!!

1,500円/1㎡～

除菌率99％の加速化過酸化水素で除菌!
微粒子酸化チタンで光があたるたびに抗菌!
食品添加物にも使用されているから
人体に無害!

※1㎡あたり1,500円計算（事業所割引も別途あります）
※お店やビル、一軒家等の金額はご相談ください。無料にてお見積致します

37,500円1R
45,000円1K

60,000円
75,000円

1LDK
2LDK

料金例

愛知県名古屋市守山区下志段味字石米1283
バロンドールⅢ　101号
☎052-854-6614
www.eitex.co.jp/ 愛知県名古屋市守山区下志段味字石米1283

バロンドールⅢ　101号
☎052-854-6614
http://osouji.eitex.co.jp/

1
2

3

     

 
 
 
 
 
 
 

〒485-0825 愛知県小牧市下末 1636-2
TEL 0568-79-0555 FAX 0568-47-0678

企業の未来を切り拓く人材育成を応援します！
●在職者の方を対象に、機械、電気·電子、居住などのものづくり分野に関するセミナーを
実施しています。

●生産性向上を図るセミナーおよびＩＴ業務改善を図るセミナーの相談を承っております。

 

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

愛知支部 中部職業能力開発促進センター
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